ハラスメント防止方針（統合版）
１．目的
当社は、職場におけるハラスメントおよび顧客等からの不当な要求等を防止し、従業員が安心して働ける環境を確保することを目的とします。

２．基本方針
当社は、以下の行為を許容しません。
（１）職場におけるパワーハラスメント等
・優越的な関係を背景とした言動により、就業環境を害する行為
・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
（２）カスタマーハラスメント
・顧客、取引先その他関係者からの社会通念上不相当な要求
・暴言、威圧的言動、長時間拘束、過度なクレーム等
当社は、これらの行為から従業員を保護し、適切に対応します。

３．対象範囲
本方針は、当社のすべての従業員に適用します。（役員を含む）

４．相談窓口
ハラスメントおよびカスタマーハラスメントに関する相談は、以下にて受け付けます。
【相談窓口】
氏名：代表取締役 ○○○○
連絡先：090-1234-5678
※相談内容は適切に管理し、プライバシーに配慮します。

５．相談後の対応
相談があった場合、以下の対応を行います。
1. 事実関係の確認 
2. 関係者へのヒアリング 
3. 必要な措置および再発防止策の実施 

６．不利益取扱いの禁止
相談や調査協力を理由とした不利益な取扱いは行いません。

７．周知
本方針は、従業員へ周知し、書面またはデータで保管します。

制定日　　2026年5月1日
株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○○○

カスタマーハラスメント対応ルール（簡易版）
１．目的
顧客等からの不当な要求や迷惑行為から従業員を守るため、基本的な対応ルールを定めます。

２．該当する行為（例）
以下のような行為があった場合は、通常対応の対象外とします。
· 暴言、威圧的な言動 
· 長時間の拘束や執拗な要求 
· 社会通念上不相当な要求（過度な値引き、無償対応の強要等） 
· その他、業務に支障を及ぼす行為 

３．対応方針
上記行為があった場合、当社は以下の対応を行います。
· 対応の中断または終了 
· 上長（代表者）への報告 
· 必要に応じた取引停止等の措置 

４．従業員の行動指針
従業員は、以下の対応を行います。
1. 危険・不当と感じた場合は無理に対応しない 
2. 速やかに代表者へ報告する 
3. 指示に従い対応する 

５．記録
トラブルが発生した場合、以下を記録します。
· 発生日 
· 相手先 
· 内容 
（メモ・データいずれでも可）

６．その他
必要に応じて外部機関への相談や対応を行う場合があります。

